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自治労共済推進本部の実績報告 

 
 

別冊 
 

 

 

＜報告事項Ⅰ＞ 



  

じちろう共済推進マニュアル（第 2版）の活用について 
  
Ⅰ．提案の趣旨 

 自治労本部共済推進委員会作成の共済推進マニュアル第 2 版の活用について提案しま

す。 

  

Ⅱ．第 2版共済推進マニュアルの作成意義（基本的な考え方） 

2021 年 10 月に発刊された『新たな共済推進マニュアル（第 1 版）』は、団体生命共

済抜本改正をふまえた「新たな共済推進方針」にもとづき、単組での具体的な共済推進

運動（労働者自主福祉運動）の取り組み方を説明する内容として作成され、広く県本部、

単組での共済運動に活用されました。2022 年 6 月の団生改正から 2 年が経過し、この推

進運動を全単組に浸透、定着させていくために、第１版発刊以降に収集した推進手法や

新たな情報を中心に再編し、タイトルを「じちろう共済推進マニュアル」に変更した第

2版を刊行します。 

第 2 版においても、単組での共済推進運動（労働者自主福祉運動）の基本的かつ標準

的な取り組み方を具体的に説明するとともに、各共済制度の推進ポイントについても解

説しており、県本部、単組執行部を中心に、日常の推進活動に活用することを目的とし

てます。 

 

Ⅲ．第 2版の活用方法 

1. 第 2版の特徴 

マニュアル第 2版を活用することで以下知識を修得できる構成となっています。 

 

① 自治労共済の成り立ちを振り返り、あらためて自治労共済は自治労の組織活動で

あり、組織の団結強化に貢献することを確認する。 

② 共済運動の意義を単組組織力の強化の面と組合員個人の暮らしの安心・安定の向

上の側面から理解する。 

③ 単組執行部が取り組むべき基本的な活動を、具体的な事例とともに理解する。 

④ 年間スケジュール（共済推進機会）ごとに、単組執行部が有効に活動できるよう

具体的な目標と指針および、推進手法を修得する。 

⑤ 主要制度ごとの推進ポイントを理解し、加入推進に活用する。 

 

＜報告事項Ⅱ＞ 
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2. 活用対象者 

マニュアルの活用対象者は、以下の通りです。 

 

① 単組執行部（支部役員含む） 

② 単組書記（支部書記含む） 

③ 単組各専門部・評議会・協議会等の横断組織の幹事・役員 

④ 単組職場・分会委員 

⑤ 自治労県本部役職員 

⑥ 自治労共済推進本部県支部職員 

⑦ こくみん共済 coop各県推進本部（支所含む）職員 他 

 

 

3. 県本部・単組の取り組み 

マニュアルの主な活用方法は以下の通りです。 

 

 各組織にて共済推進計画を策定する際にポイントを確認する。 

 各組織にて推進機会ごとの企画立案、準備を行う際に参照する。 

 各制度の組合員説明会・個別オルグを行う際のトークスクリプトへの参考にする。

また、教宣物作成へのヒントとして活用する。 

 共同推進を前進させるべく、県本部役員書記・共済県支部職員だけでなく、こくみ

ん共済 coop 県推進本部職員にも自治労の共済運動への理解を図るために、学習資

材として活用する。 

 

 

（1）県本部の取り組み 

県本部は 11 月下旬の冊子配布および画像データ公開以降、2025 年 3 月末退職予定者

対策と 2025 年 4 月新規採用者対策に間にあうよう、以下の活動をすみやかに展開します。 

①執行委員会・共済推進委員会において、冊子の内容を確認し、単組での活用法に関

する提起内容を協議する（12月目途）。 

②直近の単組代表者会議等において、マニュアルの内容および活用方法を全単組へ周

知する（12月～1月目途）。 

③直近の単組執行部オルグ等において、各単組が「2025 年 3 月末退職予定者対策」

「2025 年 4 月新採取り組み」にむけて、推進計画の立案や具体的な実行内容を協

議する際に本マニュアルを参照するように提案する（1月～2月目途）。 

 

（2）単組の取り組み 

単組は執行部交代時や各推進機会において適時マニュアルを活用し、共済推進運動の

一層の活性化をはかります。 

①単組執行部の交代時に、新役員が基本的な共済推進の取り組みについて学ぶ。 

②執行委員会・共済推進委員会において、年間計画を検討する機会、また、新採対策、

継続募集、退職予定者対策などの各取り組み計画を協議する際に参考とする。 
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③4 月の新採対策期に、組合・共済説明会での配布物（加入申込書など）やオルグト

ーク原稿を作成する際に、記載してある具体的な取り組み事例を参照する。 

④各制度の加入推進を目的とした学習会を行う際に、制度ごとの推進ポイントを確認

する。 

など 

 

4. 冊子の作成 

（1）冊子の主な内容 

本冊・分冊は以下内容で構成します。 

①本冊（Ａ４カラー無線綴じ 約 50ページ） 

②別冊 ＜制度推進編＞（Ａ４カラー 約 25ページ 画像データのみ） 

 

※ 読みやすく現場で活用しやすくするために、また、制度改定等に適時対応するた

めに、各制度に関する推進ポイントについては別冊＜制度推進編＞として分冊に

して作成します。また、別冊は印刷物として作成はせず、画像データとして県本

部、単組へ提供します。 

 

（2）本冊の配布 

各県本部へ「単組数×2 冊＋県本部用 5 冊」を基準として、11 月下旬を目途に発送し

ます。 

※ 別途共済県支部職員およびこくみん共済 coop 各県推進本部職員向けとして、同

日程で県支部へ発送します。 

※ 「第 10 回全国共済集会（11/21、22 開催）」の資料へ本冊子を同胞し、集会参加

者向けに配布します。 

 

（3）画像データの提供方法 

本冊、別冊ともに画像提供を行う。提供方法は「産別ネット・じちろうネット」「じ

ちろう共済ネット・ハッピちゃんネット」へデータ格納します。 

 

Ⅳ．進め方 

9月 30日 第 1回共済推進県本部代表者会議 

11月 21日 第 10回じちろう全国共済集会（冊子配布） 

11月下旬 県本部、県支部へ冊子の送付、および画像データ公開 

  

Ⅴ．添付資料 

1. じちろう共済推進マニュアル（本冊） 

2. じちろう共済推進マニュアル（別冊）＜制度推進編＞ 

 

以 上 
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＜参考＞ 

「自治労第98回定期大会議案」より一部抜粋 

 

第１号議案 当面の闘争方針  

11. 労働者自主福祉活動の推進 

【本部共済推進委員会の取り組み】 

7. 単組における共済推進運動をよりわかりやすく、具体的な活動に結び付けるため、

「新たな共済推進マニュアル」を改訂し周知を行います。 

【単組の取り組み】 

14. 単組は、「新たな共済推進マニュアル」を活用し、改めてじちろう共済に取り組む

意義を確認し、共済推進活動を進めます。とくに、役員改選により新たに選出された役

員を対象とした学習会を積極的に開催し、役員の団体生命共済全員加入とマイカー共済

の見積もり実施に取り組みます。 

（下線は本部共済推進委員会） 
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自治労共済推進本部「長期共済・税制適格年金」付帯キャンペーンの実施について 

 

 自治労共済推進本部は、2024 年度第 1 回県支部事務局長会議（2024 年 8 月 23 日）に

おいて、第 14 回組合員代表者会議（2024 年 7 月 30 日）において確認された、2024 年

度事業推進方針・実行計画にもとづく、「長期共済・税制適格年金付帯キャンペーン」

の実施について確認しましたので、そのキャンペーン概要について報告します。 

 

＜別紙＞第 1回県支部事務局長会議（2024年 8月 23日）資料参照 

 

以 上 

＜報告事項Ⅲ＞ 
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＜別 紙＞ 
2024 年 8 月 23 日 

第１回県支部事務局長会議 
事業推進部 

  

「長期共済・税制適格年金」付帯キャンペーンの実施について 

  
（添付資料 有） 

Ⅰ．提案の趣旨 
 第 14 回組合員代表者会議（2024 年 7 月 30 日）にて確認された、2024 年度事業推進方針・

実行計画および第 3 回県支部事務局長会議（2024 年 3 月 22 日）で示した 2024 年度推進計画に

もとづき、長期共済・税制適格年金付帯キャンペーンの実施概要について確認する。 
  
Ⅱ．取り組みの意義と目的 
 安定的かつ無理なく積み立てができる長期共済・税制適格年金の特徴や優位性の周知と加入拡

大に向けて、「長期共済・税制適格年金付帯キャンペーン」を実施する。 
 あわせて、長期共済・税制適格年金の優位性の周知を通じて、団体生命共済未加入者の加入拡

大に向けた取り組みを展開する。 
  
Ⅲ．長期共済・税制適格年金キャンペーン実施概要 
１．キャンペーン期間 

下記の期間に全国統一で実施する。 
2025 年 1 月 1 日～3 月 31 日 

 
２．キャンペーン概要 

  キャンペーン期間中を「申込日」とした長期共済・税制適格年金への新規加入や増口/増額

付帯した組合員に対し、ノベルティを進呈する。 
  ※新規加入・増口付帯には、随時払、中断契約からの再開（復活）、解約・新規を含む。 
 
３．ノベルティ 

  ＜ハッピちゃんラバーコースター＞ 

      
サイズ：90ｍｍ 
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４．推進ツール 

（１）キャンペーンチラシ 

  自治労共済推進本部で統一したキャンペーンチラシを 11 月中旬までに作成する。 
＜別紙 1＞ 

   チラシの発送等の詳細は、別途事務連絡で案内する。 
 
（２）機関紙広告 

   キャンペーンを周知する機関紙広告の版下を作成し 11 月中旬までに公開する。 
   公開時に、別途事務連絡で案内する。 
 
５．長期共済・税制適格年金学習会の開催 

（１）2024年度県支部事務局長・推進担当者研修会 

   キャンペーン実施にあたって、組合員の関心が高い資産形成と、長期共済・税制適格年金

の優位性をテーマとした学習会を県支部事務局長・推進担当者会議（10 月 29 日）の翌日に

開催予定の県支部事務局長・推進担当者研修会で以下の通り開催する。  
   日時 2024 年 10 月 30 日（水）9 時～10 時 30 分 
   講師 ㈱ＦＰハーベスト 瀬戸家みのり氏 
 
（２）学習会動画および資料の公開 

   キャンペーン実施の前段に、県支部役職員の理解を促進するため、事務局長・推進担当者

研修会での瀬戸家 FP の講演動画を 2024 年 11 月から 2025 年 3 月末までの 5 ヶ月間

Youtube にて公開する。 
本動画は、共済本部および県支部役職員に向けた研修動画であることに留意する。 

    
 
（３）その他の学習会 

   単組役職員に向けては、第 10 回じちろう全国共済集会の第 2 分科会（11 月 22 日）で

「長期共済・税制適格年金を活用した資産形成方法」を開催するとともに、2025 年 2 月～

3 月に開催予定の「単執行部向けオンラインセミナー」での長期共済・税制適格年金の講座

を開催する。あわせて、後日の動画配信も実施し、キャンペーン期間中に単組執行部等が学

習できる機会を提供する。 
 
６．取り組み方針 

（１）長期共済・税制適格年金のすすめ方 

   金融庁のウェブサイトに掲載されている通り、株式や投資信託を活用した金融商品は、収

益性は高いものの安全性が低く、将来の資産形成を全てそれらに委ねることはリスクが高い。

それに比べ長期共済・税制適格年金は、安全性が高く、収益性・流動性も一定確保されてい

る安定的な資産形成手段であるため「まずはコアな資産形成手段として長期共済・税制適

格年金の活用」を組合員に訴求し加入拡大をはかる。 
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 ＜金融庁 NISA 特設ウェブサイトより引用＞ 
主な金融商品 安全性 収益性 流動性 

預貯金 銀行や郵便局にお金を預けること、

またはその預けたお金 ◎ △ ◎ 

株式 会社が事業資金を集めるために発行

する有価証券 △ ◎ 〇 

債権 発行体がお金を借りるために発行す

る有価証券 〇 〇 △ 

投資信託 多くの投資家から集めたお金を様々

な資産で運用する仕組みの商品 △~〇 〇~◎ 〇 

安全性：元本および利子の支払いが確実かの度合い 
収益性：どのくらいの収益が期待できるかの度合い 
流動性：必要になったときにすぐ換金できるかの度合い 

 
 ＜長期共済・税制適格年金の特徴＞ 

制度名称 安全性 収益性 流動性 

長期共済 
税制適格年金 

退職後の年金のための積立

タイプの共済 ◎ 
〇 

予定利率

1.25％ 

〇 
中途解約 
可能 

 
（２）2025年 3月末退職予定者等への推進強化 

   キャンペーン期間中に各県本部・県支部・単組で開催される退職予定者説明会やセカンド

ライフセミナー、個別相談会では、退職後の年金給付も予定利率 1.25％で運用される優位

性を訴求し、随時払による積み増しに取り組むこととする。 
 
（３）団体生命共済の取り組みとの連動 

   長期共済・税制適格年金に新規に加入する場合は、団体生命共済への加入が必須であるこ

とから、集団加入単組においては、キャンペーン期間中（1 月～3 月）に団体生命共済への

新規加入が可能となるよう、年間計画で予定するスポット募集に加えて、4 月発効あるいは

5 月発効のスポット募集を追加で設定するなど、長期共済・税制適格年金と団体生命共済の

加入拡大をセットで取り組むこととする。 
    
 

以 上 
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＜別紙 1＞長期共済・税制適格年金キャンペーンチラシ（未定稿） 

 

未定稿 
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未定稿 
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2024 年 9月 30日 

第 1回共済推進県本部代表者会議 

自治労共済推進本部 

 

予定利率改定にともなう退職後共済・親子共済等の推進上の取り扱いについて 

 
（添付資料：有） 

Ⅰ．提案の趣旨 

全労済本部における、個人長期生命共済・終身生命共済の予定利率改定（2025 年 4月実施）を

踏まえた、じちろう共済制度への影響については、6月～7月に開催した共済推進県本部・県支部

合同会議ならびに第 5回県支部事務局長会議（2024 年 6月 25日）において報告し意見交換を行

い、2024年度第 5回県本部代表者会議（2024年 7月 29日）および第１回県支部事務局長会議

（2024 年 8月 23日）では、退職後共済や親子共済等のじちろう共済制度について、推進上の取り

扱いについて議論を深めてきました。 

本日は、退職後共済や親子共済等のじちろう共済制度の推進上の取り扱いについて確認しま

す。 

 
Ⅱ．各共済制度への影響 

 各共済制度の掛金や制度への影響についての詳細は、別紙 1「予定利率改定にともなう退職後共

済等への影響」参照 

 

Ⅲ．自治労における推進上の取り扱い 

  

１．じちろう共済制度における推進方針の考え方 

（１）退職後の基軸制度はじちろう退職者団体生命共済 

① じちろう共済の退職後の生命・医療保障については、じちろう退職者団体生命共済と退職後

共済（医療・遺族）の 2つの制度を準備しているが、移行加入する場合はいずれか一方を選択

し移行しなければならない。 

② じちろう退職者団体生命共済は、退職後共済の掛金改定後も、保障・掛金ともに有利であり、

在職中制度から健康状態にかかわらず継続利用可能な制度であることから、退職後の生命保

障・医療保障の基軸制度は「じちろう退職者団体生命共済」とし、長期共済からの移行制度は

年金給付とする。なお、退職後共済（終身医療・遺族終身）については、組合員が希望した場

合に加入案内を行う制度とする。 

③ 長期共済・税制適格年金は、組合員の退職後に向けた有力な資産形成手段として、主として

退職後の年金給付を目的とする積立制度であることを訴求し、積極的な推進をはかることとす

る。 

 

＜協議事項Ⅰ＞ 
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（２）親子共済の積極推進の再開 

① 2025年 4 月の掛金改定では親子共済の満期共済金・重度障害共済金が増額となり、元本割れ

する年齢層が縮小する。また、親子共済は、教育資金と組合員死亡保障を兼ね備える制度であ

り、こども保障満期金付タイプに比較しても優位な制度内容であることを組合員に訴求できる

ことから、親子共済を基軸制度として積極推進を再開する。 

 ② 親子共済の付加掛金は、こども保障満期金付タイプと比較しても高く、単組事務手数料につ

いても、親子共済は 1 口あたり 35 円/月（年 420 円）、こども保障満期金付タイプは 1 共済期

間の契約月数で異なりますが、100 万円型で年 180 円（50 万型は年 90 円）となっており、親

子共済の積極推進を再開することで、単組財政にも寄与することとなる。 

 

（３）こども保障満期金付タイプの取り扱い 

① 2025年 3 月までは、こども保障満期金付タイプを推進する。 

② 2025年 4 月以降のこども保障満期金付タイプの募集停止は行わない。 

③ ただし、親子共済の代替制度としての役割りは終えるため、積極推進は行わず、親子共済に

加入できない場合や親子共済では元本割れする場合など、こども保障満期金付タイプへの加入

を組合員が希望した場合に加入案内を行うこととする。 

 

（４）介護保障について 

① 介護保障は、現行通り取り扱う。 

 

２．推進ツールについて 

（１）退職後共済（医療・遺族） 

① 2025 年 4 月 1 日以降の発効契約から、改定後掛金が適用されることから、2025 年 3 月末退

職予定者に対する移行掛金案内については、改定後掛金で案内する。 

② 2025 年 3 月末退職者に向け、掛金改定を反映した「退職後共済移行のしおり」「考えよう退

職後のライフプラン」を作成する。 

③ 掛金以外の見直しについては、推進方針に変更がないことから、2026年 6月発効以降の長期

共済加入者の健康告知に関する注意文言の記載など小幅な見直しにとどめ、内容の大幅改定は

行わない。 

④ 予定利率改定を反映した「退職後共済移行のしおり」、「考えよう退職後のライフプラン」は、

例年通り、10月上旬に県支部・単組に送付する。 

⑤ 退職後共済の移行掛金表等についても、改定後掛金で出力し、例年通りのスケジュールで 10

月中旬以降に順次単組に送付する。 

 

（２）親子共済・こども保障満期金付タイプ 

 ① 親子共済を基軸制度として積極推進を行う方針と、方針にそった加入案内を組合員に行うた

めにも、2025年 4月発効以降のセット共済パンフレットには、親子共済のみを掲載する。 

 ② こども保障満期金付きタイプについては、セット共済パンレットの親子共済のページに、こ

ども保障満期金付タイプの案内について記載する。 

 ③ こども保障満期金付タイプへの加入を希望する組合員については、単品パンフレットで案内
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する。 

 ④ 2025 年 4 月発効以降の県枝より、新予定利率での親子共済等を掲載したセット共済パンフ

レットを作成する。例年 10 月以前に単組への納品を希望している県支部については、個別対

応を行う。 

 ⑤親子共済の単品パンフレットは、10月下旬までに作成し、作成後、広報宣伝課より事務連絡で

案内する。 

 ⑥ 2024年度推進計画（案）で提起しているこども保障満期金付タイプのおすすめプランの打出

しについては、予定利率変更にともなう掛金改定が明らかになったため実施を見送る。 

 

（３）組合員周知のための資料の作成 

 ① 第１回共済推進県本部代表者会議（2024 年 9 月 30 日）において、予定利率改定にともなう

親子共済等の推進上の取り扱いが確認された後、推進方針を組合員に周知するための資料とし

て、「きょうさい NEWS」を作成する。 

 ② 「きょうさい NEWS」は、10月上旬までに作成し、作成後、広報宣伝課より県支部に発信文書

で案内する。 

 

３．親子共済推進にあたっての留意点 

 ① 掛金改定が 2025年 4月 1日実施であるため、各県枝の更新月に関わらず、2025 年 4月 1日

以降に親子共済に新規加入・追加加入する場合は、改定後掛金が一斉適用となる。 

 ② 2025 年 4 月発効以降の県枝のセット共済パンフレットには、順次、親子共済を掲載するが、

それまでの間に、組合員が親子共済への加入を希望した場合は、単品パンフレットを使用する。 

 ③ 親子共済への新規加入は継続募集期に限られ、例月加入が可能なのは新生児誕生時（2 満期

以内）のみとなっているため、集団加入単組においては、2025年 4月 1日から各県枝の継続募

集期までに実施するスポット募集で、親子共済について周知し、親子共済への加入ニーズに対

応するよう準備する。 

 

４．その他 

  その他の推進ツールや実務対応などついては、詳細が確定次第、別途内容等を明らかにします。 

 

Ⅳ．進め方とスケジュール 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

2024年 

2月 21日 

全労済理事会 

「貯蓄性商品のさらなる展開について」 

（業務報告） 

 

4月 25日 

全労済理事会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

の予定利率等の改定案」協議・確認 

行政折衝の開始 
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日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

5月 24日 
 臨時常任代表委員会 

退職後共済等への影響 報告  

5月 24日 
 第 8回代表委員会 

退職後共済等への影響 報告 

6月～7月 

 ブロック別共済推進県本部・県支部合同

会議 

同上報告と意見交換 

6月 25日 
 第 5回県支部事務局長会議（ＷＥＢ） 

同上報告・意見交換 

7月 2日 
 第 19回企画調整会議 

「推進上の取り扱い」 協議 

7月 5日 
 第 20回常任代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7月 12日 
 第 9回代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7月 16日 
 第 11回本部共済推進委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7月 29日 
 自治労第 5回県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 提案 

8月 23日 
 第 1回県支部事務局長会議（WEB） 

「推進上の取り扱い」 意見交換 

8月 28日 

全労済通常総会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

事業規約改正案」決定 

 

9月 30日 
 第 1回共済推進県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 確認 

2025年 

4月 1日 

個人長期生命共済・終身生命共済（予定利

率）改定実施 

退職後共済・親子共済等の掛金改定 

 

Ⅴ．添付資料 

【別紙１】「予定利率改定にともなう退職後共済等への影響について」（共済推進県本部・県支部合

同会議会議資料） 

【別紙２】きょうさいＮＥＷＳ（2024 年 10月 1日発行の予定稿） 

 

以 上 
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＜別紙 1＞ 

2024 年 6月 5日～7月 4日 

共済推進県本部・県支部合同会議 

自治労共済推進本部 

 

予定利率改定にともなう退職後共済等への影響について 

 
（添付資料：有） 

Ⅰ．提案の趣旨 

全労済本部では、資産運用を取り巻く環境（財務省国債金利情報 2024年 5月 22日現在 10年

国債 1.007％）などをふまえ、個人長期生命共済・終身生命共済の予定利率改定を 2025年 4月

実施で行うこととしている。 

じちろう共済制度【退職後共済 医療給付（定期・終身）・遺族給付（定期・終身）、こども保

障満期金付タイプ、親子共済、介護保障】への影響を確認する。 

なお、新団体年金共済の予定利率の変更はないため、長期共済・税制適格年金への影響はな

い。 

 
Ⅱ．予定利率改定等について 

１．個人長期生命共済・終身共済の予定利率改定（2025 年 4月 1日実施） 

（１）改定内容 

  改定内容は予定利率変更のみ、保障内容の変更はない。 

詳細については、「【別紙１】本部理事会（2024年４月 25日開催）資料」を参照。 

 

（２）じちろう共済制度への影響 

制度名 保障型 共済期間 

現行 

予定利率 

改定後 

予定利率 加入者への影響     

（○有利、×不利） 2019 年 

8月～ 

2025 年 

4月～ 

退職後 

共済 

医療 
定期 0.25 0.50 

掛金額の引下げ ○ 
終身 0.75 1.00 

遺族 
定期 0.25 0.50 

終身 0.35 1.00 

こども保障 

満期金付ﾀｲﾌﾟ 
月払 定期 0.50 1.00 掛金額の引下げ ○ 

親子共済 月払 定期 0.50 1.00 
満期共済金、死亡・重

度障害共済金の増額 
○ 

介護保障 
月・年払 

終身 
0.50 0.75 

掛金額の引下げ ○ 
一時払 0.35 1.00 
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２．各共済制度の共済掛金（主な例） 

（１）退職後共済 

2025 年 4 月予定利率改定によって、退職後共済移行時の掛金（移行掛金）は、つぎのとおり、

引き下げとなる。 

詳細については、「【別紙２】退職後共済の改定後の移行掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 組合員が 65歳で移行する場合 

 

① 医療給付 

ア 定期医療給付 入院日額 5,000円・80歳満期・三大疾病付 

 現行 改定後 差額 率 

男性 2,333,282円 2,286,093 円 ▲47,189円 ▲2.0％ 

女性 1,557,282円 1,524,133 円 ▲33,149円 ▲2.0％ 

＊「定期医療給付 三大疾病付」 は、「定期医療プラン」に三大疾病医療特約を付帯した共済契約 

 

イ 終身医療給付 三大疾病付 

 現行 改定後 差額 率 

男性 4,199,527円 4,139,511 円 ▲60,016円 ▲1.4％ 

女性 3,475,626円 3,403,608 円 ▲72,018円 ▲2.1％ 

＊「終身医療給付 三大疾病付」 は、75歳までの定期保障「定期医療プラン（2019）」（入院日額

2,000 円）と、終身保障「終身医療プラン（2019）三大疾病タイプ」（入院日額 3,000 円）の組

み合わせによる共済契約 

 

② 遺族給付 

ア 遺族定期給付 80歳満期（100万円あたり） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 391,880円 383,410円 ▲8,470円 ▲2.2％ 

女性 203,280円 198,690円 ▲4,590円 ▲2.3％ 

＊「遺族定期給付」は、「定期生命プラン（2019）」による共済契約 

 

イ 遺族終身給付（100万円あたり） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 975,430円 866,510円 ▲108,920 円 ▲11.2％ 

女性 963,820円 825,470円 ▲138,350 円 ▲14.4％ 

＊「遺族終身給付」名は、「終身生命プラン（2019）」による共済契約 
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（２）こども保障満期金付タイプ 

2025 年 4月予定利率改定によって、掛金が引き下げとなり、返戻率が引き上げとなる。 

詳細については、「【別紙３】こども保障満期金付タイプ 改定後の掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 子ども 0歳、満了年齢 18歳で（大学入学準備コース）に加入する場合 

 

① 満期金50万円型 

 現行 改定後 

満期金 50万円 50万円 

子どもの死亡・重度障害 50万円 50万円 

加入年齢：0歳 

満了年齢：18歳 

月 払 掛 金： 2,275円 

掛金払込総額：491,400円 

返 戻 率： 101.75％ 

月 払 掛 金： 2,175円 

掛金払込総額：469,800円 

返 戻 率： 106.43％ 

  ※ 返戻率＝満期金÷掛金払込総額 

 

② 満期金100万円型 

 現行 改定後 

満期金 100万円 100万円 

子どもの死亡・重度障害 100万円 100万円 

加入年齢：0歳 

満了年齢：18歳 

月 払 掛 金： 4,550円 

掛金払込総額：982,800円 

返 戻 率： 101.75％ 

月 払 掛 金： 4,350円 

掛金払込総額：939,600円 

返 戻 率： 106.43％ 

  ※ 返戻率＝満期金÷掛金払込総額 

 
（３）親子共済 

2025 年 4月予定利率改定によって、満期共済金額と死亡・重度障害共済金額が増額する。 

 

満期共済金について、元本割れする年齢層が縮小 し、満期共済金額が掛金払込累計を上回る年

齢層が拡大する。 

詳細については、「【別紙４】親子共済 改定後の満期共済金額」を参照。 

 

＜男性の例＞ 

現行、元本割れするのは、子ども 0歳で加入する場合の親年齢が 26 歳以上の年齢層だったが、

改定後は、41歳以上の場合に限定される ことになる。 

 

＜女性の例＞ 

現行、元本割れするのは、子ども 0歳で加入する場合の親年齢が 33歳以上の年齢層だったが、

改定後は、元本割れする年齢層はなくなる。 
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＜例＞ 組合員 30歳男性、子ども 0歳で加入した場合（100 円未満切り捨て） 

 現行 改定後 差額 

保

障

内

容 

満期共済金 1,074,900円 1,121,300円 46,400 円 

死亡・重度障害

共済金額 

組合員 1,100,000円 1,200,000円 100,000円 

子ども 100,000円 100,000円 － 

掛

金 

月 払 掛 金 5,000 円 5,000 円 － 

掛金払込総額 1,080,000円 1,080,000円 － 

返 戻 率 99.5％ 103.8％ － 

 

＜参 考＞ 親子共済の保障内容 
子どもの高校卒業当該年度に満期金（満期共済金）が受け取れる制度。組合員本人が積立期間中

に死亡した場合は、それまでの積立金相当額（累加死亡・重度障害共済金）と満期金相当額（死亡・

重度障害共済金）が支払われる制度となっている。また、こどもの死亡・重度障がいの際には 1口

あたり 10万円のこども死亡・重度障害共済金が支払われる。 

2025 年 4月の予定利率改定では、満期共済金額と死亡・重度障害共済金額が増額する。 

 

（４）介護保障（せいめい共済・新終身生命プラン介護タイプ） 

2025 年 4月予定利率改定によって、掛金が引き下げとなる。 

詳細については、「【別紙５】介護保障 改定後の掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 組合員が 40歳で加入する場合 

 

① 月払い（終身払） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 11,700円 11,250 円 ▲450 円 ▲3.8％ 

女性 10,850円 10,400 円 ▲450 円 ▲4.1％ 

 
② 一時払 

 現行 改定後 差額 率 

男性 4,769,450円 3,824,800 円 ▲944,650 円 ▲19.8％ 

女性 4,749,300円 3,748,800 円 ▲1,000,500 円 ▲21.1％ 
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＜参 考＞ 介護保障の保障内容 
要介護 2以上となった場合に一時金が支払われ、要介護状態にならなかった場合でも死亡共済金

が支払われる、死亡保障と介護保障が組み合わされた保障内容となっている。 

 

Ⅲ．各共済制度への影響 

１．退職後共済とじちろう退職者団体生命共済 

（１）制度上の取り扱い 

「じちろう退職者団体生命共済」と「退職後共済（医療給付・遺族給付）」は、退職時にいずれ

か一方を選択し移行加入する制度であり、両方を選択することは不可となる。 

ただし、じちろう退職者団体生命共済を選択し、退職後共済の「年金給付」を利用することは

可能となっている。 

 

（２）退職後の基幹制度は、じちろう退職者団体生命共済 

2022 年 6月抜本改正により、じちろう退職者団体生命共済が発足し、退職後の基幹制度は、じ

ちろう退職者団体生命共済となった。 

 

（３）じちろう退職者団体生命共済は、加入者有利な共済制度 

今回の予定利率改定後も、じちろう退職者団体生命共済が、保障内容、掛金水準とも、加入者

有利な共済制度であることに変わりはない。 

詳細については、「【別紙６】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較」

を参照。 

 

① 現行、じちろう退職者団体生命共済の掛金水準は、一定の条件（同程度の保障内容）のもと、

退職後共済と比較した場合、約 32％低い掛金水準となっている。 

＜現行の比較＞ 

性別 退職者団体生命共済 
退職後共済

（A） 

掛金累計差額

（B） 

％ 

（B÷A） 

男性 1,750,440円 2,563,945円 ▲ 813,505円 ▲31.7％ 

女性 1,004,160円 1,472,720円 ▲ 468,560円 ▲31.8％ 

 

② 改定後、じちろう退職者団体生命共済の掛金水準は、一定の条件（同程度の保障内容）のも

と、退職後共済と比較した場合、約 31％低い掛金水準となり、約 1.0％縮小するが、じちろ

う退職者団体生命共済の方が、加入者有利な共済制度であることに変わりはない。 

＜改定後の比較＞ 

性別 退職者団体生命共済 
退職後共済

（A） 

掛金累計差額

（B） 

％ 

（B÷A） 

男性 1,750,440円 2,528,825 円 ▲ 778,385 円 ▲30.8％ 

女性 1,004,160円 1,451,790 円 ▲ 447,630 円 ▲30.8％ 
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＜比較条件＞ 

ア じちろう退職者団体生命共済 

（医療保障充実型・Ｅ型 500万円 + 医療保障 25コース入院日額 5,000 円） 

イ 退職後共済 

（定期遺族給付 500万円・定期医療給付 5000 円コース + 三大疾病保障） 

ウ 移行加入年齢：65歳 

エ 掛金払込方法：じちろう退職者団体生命共済は、年払口座振替 

退職後共済は、長期共済積立金からの一括払 

オ 共済期間 10年 

 

２．「こども保障満期金付タイプ」と「親子共済」 

（１）2019年 8月制度改定時の経過 

＜保障イメージ＞  

親子共済 こども保障満期金付タイプ 

  

 

詳細については、「【別紙７】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較」を参照。 

 

① 親子共済（個人長期生命共済）は、子どもの教育資金（満期金）と、組合員と子どもの万一の

ときの保障（死亡・重度障害）を組み合わせた共済制度（自治労独自制度）である。 

2019 年 8月個人長期生命共済等の制度改定において、予定利率の引き下げ、予定死亡率等の見

直しにより、満期金および死亡保障額の水準が低下したが、教育資金と組合員の生命保障を兼ね

備える制度として広く普及している状況を鑑み、新しい予定利率が適用された後も、引き続き制

度提供をしてきた。 

 

② こども保障満期金付タイプ（個人長期生命共済）は、子どもの教育資金（満期金）と、子どもの

万一の保障（死亡・重度障害）を準備できる共済制度である。 

2019 年 8 月個人長期生命共済等の制度改定を機に、多様化する組合員ニーズに対応するため、

取扱いを開始した。 

 

③ 親子共済は 2019 年 8 月制度改定より積極推進を控え、元本割れをしないこども保障満期金付タイ

プを代替制度として推進してきたものの、2025年 4月の予定利率改定を踏まえた推進上の取り扱いを

検討する必要がある。 
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＜第４回県本部代表者会議（2018年７月 23日開催）資料から抜粋＞ 

１ 元本割れをしないキッズ満期金付プランをすすめていきます。 

２ 親子共済は積極的な推進を行わないこととします。ただし、組合員が加入を希望された場合

は、元本割れとなることを含む制度の丁寧な説明を行い、加入を案内していきます。 

 

（２）加入実績 

詳細については、「【別紙８】親子共済とこども満期付タイプの加入実績」を参照。 
 

＜年度別新規加入実績＞                              件数 

年度 
2017 

※1 

2018 

※1 

2019

※2 

2020 

 

2021  

 

2022 

  

2023 

※3  

＜参 考＞ 

2019 年 8 月～ 

制度改定後の合計件数 

親子共済 1,694 2,102 
562 

(121) 
133 91 70 35 450 

こども保障 

満期金付タイプ 
― ― 668 851 646 642 332 3,139 

つぎの※1～※3 を除く各年度は、6 月発効～翌年 5 月発効の実績 
※1 2017 年度、2018 年度のこども保障満期金付タイプは、実績なし（2019 年 8 月制度実施前）。 
※2 2019 年度の親子共済（ ）内件数は、制度改定後 2019 年 8 月発効～2020 年 5 月発効の実績。 
※3 2023 年度のこども保障満期金付タイプは、2023 年 6 月発効～2024 年 4 月発効の実績。 
 

Ⅳ．実施時期 

2025 年 4月 1日以降の発効契約から適用とする。したがって、既に加入している共済契約につ

いては影響しない。 

 

Ⅴ．進め方とスケジュール 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

2024年 

2月 21日 

全労済理事会 

「貯蓄性商品のさらなる展開について」 

（業務報告） 

 

4月 25日 

全労済理事会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

の予定利率等の改定案」協議・確認 

行政折衝の開始 

 

5月 24日 
 臨時常任代表委員会 

退職後共済等への影響 報告  
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日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

5月 24日 
 第 8回代表委員会 

退職後共済等への影響 報告 

6月～7月 

 ブロック別共済推進県本部・県支部合同

会議 

同上報告と意見交換 

6月 25日 
 第 5回県支部事務局長会議（ＷＥＢ） 

同上報告・意見交換 

7月 2日 
 第 19回企画調整会議 

「推進上の取り扱い」 協議 

7月 5日 
 第 20回常任代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7月 12日 
 第 9回代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7月 16日 
 第 11回本部共済推進委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7月 29日 
 自治労第 5回県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 提案 

8月 23日 
 第 1回県支部事務局長会議 

「推進上の取り扱い」 意見交換 

8月 28日 

全労済通常総会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

事業規約改正案」決定 

 

9月●日 
 第 1回共済推進県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 確認 

2025年 

4月 1日 

個人長期生命共済・終身生命共済（予定利

率）改定実施 

退職後共済等の掛金改定 

 

Ⅵ. 留意点  

本資料は、今後の認可折衝の状況によっては変更となる場合があることに留意する。 

 
Ⅶ．添付資料 

【別紙１】本部理事会（2024年 4月 25日開催）資料（一部抜粋） 

【別紙２】「退職後共済」改定後の移行掛金表 

【別紙３】「こども保障満期金付タイプ」改定後の掛金表 

【別紙４】「親子共済」改定後の満期共済金額 

【別紙５】「介護保障」改定後の掛金表 

【別紙６】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較 
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【別紙７】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較  

【別紙８】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の加入実績  

 

以 上 
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「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協
として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合
員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的
としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込
んで居住地または勤務地（先）の共済生協の組合員とな
ることで各種共済制度をご利用いただけます。

個人長期生命共済・終身生命共済

2024年10月1日発行

所属の組合を通じて自治労共済推進本部
各都道府県支部までお願いします。問い合わせ先

「こくみん共済 coop」において、個人長期生命共済と終身生命共済の2025年4月予定利率改定に向けた事業規約改正案が、理事会
（2024年8月6日開催）にて確認されました。これに伴い、「自治労」および「こくみん共済 coop 自治労共済推進本部」は、じちろう
共済における推進上の取り扱いを検討してきました。そして、自治労第1回共済推進県本部代表者会議（2024年9月30日）に
おいて、「親子共済の積極推進の再開」と「退職後の基軸制度については、これまで同様にじちろう退職者団体生命共済とすること」が確認
されましたので、予定利率改定の概要とあわせて報告します。

2025年4月予定利率改定に伴う
「じちろう共済」における推進上の取り扱いについて

＜予定利率改定は認可申請中です。本紙の内容は、行政折衝の過程で変更となる場合があります＞

じちろう共済の基軸制度について

5124V068

じちろう退職者団体生命共済

生命・医療保障
■じちろう共済の基軸制度（2025年4月～）

■親子共済：満期共済金の引き上げ例

団体生命共済

退職後

在職中（再任用・再雇用を含む）

長期共済・税制適格年金【年金給付】

年金

長期共済・税制適格年金（積み立て）

教育資金づくり

親子共済積極推進の
再開

親子共済は、前回2019年8月改定により、満期共済金が払込掛金累計を下
回る元本割れとなるケースが多くなったことから、積極推進を停止していました。
しかし、今回の2025年4月予定利率改定により、満期共済金が引き上げと

なり、元本割れする年齢層が縮小します。親子共済は「教育資金づくり」に「組合員
本人の死亡保障」を兼ね備えた共済であることから、基軸制度として積極推進を
再開します。
なお、「こども保障満期金付タイプ」は、親子共済に加入できない場合や加入

しても元本割れする場合などで、組合員が希望した場合に案内する取り扱いと
なります。

組合員30歳・満期までの積立期間18年（子ども0歳）
 月払1口 5,000円で加入の場合

組合員：男性

組合員：女性

満期共済金1,121,311円
（掛金累計108万円に対する返戻率103.83%）改定後

満期共済金1,132,552円
（掛金累計108万円に対する返戻率104.87%）改定後

改定前 満期共済金1,074,944円
（掛金累計108万円に対する返戻率99.53%）

改定前 満期共済金1,084,787円
（掛金累計108万円に対する返戻率100.44%）

2022年6月団体生命共済抜本改正により、「じちろう退職者団体生命共済」が
発足しました。「じちろう退職者団体生命共済」は、充実した保障を低廉な掛金
で利用できる制度です。今回の2025年4月予定利率改定により、退職後共済
【医療給付・遺族給付】※の移行掛金が引き下げとなりますが、引き下げ後も
「じちろう退職者団体生命共済」が優位な制度であることから、これまで同様
「じちろう退職者団体生命共済」を基軸制度として推進していきます。
なお、長期共済と税制適格年金については、退職後の年金給付を目的とした

積立制度として、さらに積極的な推進をはかります。
※定期医療給付と遺族定期給付は、2026年6月発効以降の新規移行はできません。

■じちろう退職者団体生命共済と退職後共済[医療給付+遺族給付]の
　掛金比較(65歳移行の場合)

※じちろう退職者団体生命共済と退職後共済を近似の保障額で比較したものです。
　付随する共済金や支払要件など制度の詳細は、じちろう退職者団体生命共済と退職後
共済で異なります。

※じちろう退職者団体生命共済に、終身保障の設定はありません。
※じちろう退職者団体生命共済の掛金は、共済期間の払込掛金累計を記載しています。実際
の掛金は年払となります。

男性 　 
740,940
1,750,440
3,238,620

女性     
437,700
1,004,160
1,838,580

男性     
1,177,038
2,528,825
4,203,143

女性     
678,988
1,451,790
2,517,583

退職後共済

遺族給付500万円+
三大疾病付医療給付入院日額5,000円

じちろう退職者団体生命共済

共済期間
5年
10年
15年

満期
70歳
75歳
80歳

死亡500万円+
【医療保障充実型】入院日額5,000円

（単位：円）

【推進上の取り扱い】
・基軸制度として親子共済の積極推進を再開します。
・「こども保障満期金付タイプ」は親子共済に加入できない場合などに案内
する取り扱いになります。

【推進上の取り扱い】
・これまで同様「じちろう退職者団体生命共済」を基軸制度として推進します。

【未定稿】
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2025年4月発効以降の新規加
入/追加加入契約の満期共済金
が引き上げとなります。また、組合
員本人が死亡・重度障がいの際の
死亡・重度障害共済金も増額とな
ります。

加入できる48歳以下の組合員のうち、「40歳以下の男性組合員」と
「すべての年齢の女性組合員」は、満期共済金の元本割れがなくなります。

満期共済金（掛金1口5,000円あたり）抜粋

組合員本人が48歳以下で、子どもが6歳以下・
未就学で、満期まで12年以上の積立期間がある
ことが必要です。また、組合員本人・子どもとも、団
体生命共済に加入し、通常就業者（高血圧緩和を
含む）であることなどの条件があります。

子どもの高校卒業該当年度（高校2年生の2月～高校3年生の1
月）に、それまでの積立金を満期共済金として支払う共済です。
組合員本人が死亡・重度障がいとなった場合は、死亡・重度障害

共済金（満期共済金を10万円単位で切り上げた金額）を支払います。
子どもが死亡・重度障がいとなった場合の支払いもあります。
掛金は月払1口5,000円です。新規加入後、翌年以降の新規加

入月と同じ月に加入口数を追加（「追加加入」）することもできます。
子ども1人あたりの加入限度は4口です。

新規加入/追加加入共通

[きょうさいNEWS：個長・終身2025年4月予定利率改定に伴う推進上の取り扱い]第1版2024.09.DO　第1刷2024.09.BL 100,000

満期共済金は、組合員本人の性別・加入年齢、満期までの積立期間により異なります。
※網掛け部分：掛金に占める死亡保障の割合が大きいことにより元本割れとなる契約です。

（単位：円） （単位：円）

（単位：円） （単位：円）

▶制度の概要 ▶主な加入要件

2025年4月発効以降の契約を対象に、「退職後共済【医療給付・遺族給付】」「こども保障満期金付タイプ」「介護保障」の掛金が引き下げとなります。
改定後の掛金は、今後作成するパンフレット※をご覧ください。 ※退職後共済【医療給付・遺族給付】は「移行のしおり」となります。

2025年4月予定利率改定により、
掛金が変更となる制度

18歳
20歳
22歳
24歳
26歳
28歳
30歳
32歳
34歳
36歳
38歳
40歳
42歳
44歳
46歳
48歳

加
入
年
齢

組
合
員（
男
性
）

720,000
723,303
722,123
722,123
722,123
720,943
720,943
718,584
717,404
715,044
712,684
709,144
705,604
700,884
694,985
692,920
684,660

840,000
845,077
843,523
843,523
841,968
841,968
840,414
838,860
835,751
832,642
829,533
824,870
818,652
810,880
801,554
798,618

960,000
964,752
964,752
964,752
962,772
960,792
958,811
956,831
952,871
948,910
942,970
935,049
927,128
917,227
903,366

1,080,000
1,087,248
1,087,248
1,084,787
1,082,326
1,079,865
1,077,404
1,074,944
1,070,022
1,062,639
1,055,257
1,045,413
1,033,109
1,018,344

改定前【組合員：男性】

掛金累計

満期までの積立期間 12年
（6歳）

14年
（4歳）

16年
（2歳）

18年
（0歳）( )子どもの代表的な

加入年齢

18歳
20歳
22歳
24歳
26歳
28歳
30歳
32歳
34歳
36歳
38歳
40歳
42歳
44歳
46歳
48歳

加
入
年
齢

組
合
員（
男
性
）

720,000
745,288
744,072
744,072
744,072
742,857
742,857
741,641
739,209
736,778
734,346
731,914
727,051
722,188
716,109
708,814
699,088

840,000
875,313
873,703
873,703
872,093
872,093
870,483
868,872
865,652
862,432
859,212
854,382
847,942
839,892
831,842
818,962

960,000
1,004,329
1,002,061
1,002,061
999,793
997,525
998,350
996,288
992,164
988,041
981,855
975,670
965,360
955,051
940,618

1,080,000
1,135,362
1,135,362
1,132,552
1,129,742
1,129,742
1,124,121
1,121,311
1,115,690
1,107,259
1,098,829
1,094,379
1,081,498
1,066,042

改定後【組合員：男性】

掛金累計

満期までの積立期間 12年
（6歳）

14年
（4歳）

16年
（2歳）

18年
（0歳）( )子どもの代表的な

加入年齢

18歳
20歳
22歳
24歳
26歳
28歳
30歳
32歳
34歳
36歳
38歳
40歳
42歳
44歳
46歳
48歳

加
入
年
齢

組
合
員（
女
性
）

720,000
725,663
725,663
725,663
725,663
724,483
723,303
723,303
722,123
720,943
718,584
717,404
715,044
711,504
707,964
704,424
699,705

840,000
848,186
848,186
848,186
846,632
846,632
845,077
843,523
841,968
840,414
837,305
835,751
831,088
827,979
821,761
817,098

960,000
970,693
970,693
968,712
968,712
966,732
964,752
964,752
960,792
958,811
954,851
950,891
946,930
940,990
933,069

1,080,000
1,094,630
1,094,630
1,092,170
1,092,170
1,089,709
1,087,248
1,084,787
1,082,326
1,077,404
1,072,483
1,067,561
1,060,178
1,052,796

改定前【組合員：女性】

掛金累計

満期までの積立期間 12年
（6歳）

14年
（4歳）

16年
（2歳）

18年
（0歳）( )子どもの代表的な

加入年齢

18歳
20歳
22歳
24歳
26歳
28歳
30歳
32歳
34歳
36歳
38歳
40歳
42歳
44歳
46歳
48歳

加
入
年
齢

組
合
員（
女
性
）

720,000
747,720
747,720
747,720
747,720
746,504
745,288
745,288
744,072
742,857
740,425
739,209
736,778
733,130
729,483
725,835
720,972

840,000
878,533
878,533
878,533
876,923
876,923
875,313
873,703
872,093
870,483
868,872
865,652
860,822
857,602
852,772
846,332

960,000
1,008,865
1,008,865
1,006,597
1,006,597
1,004,329
1,004,329
1,002,061
999,793
998,350
994,226
990,103
985,979
979,793
973,608

1,080,000
1,143,793
1,143,793
1,140,983
1,140,983
1,138,173
1,135,362
1,132,552
1,129,742
1,124,121
1,118,501
1,112,880
1,104,449
1,096,018

改定後【組合員：女性】

掛金累計

満期までの積立期間 12年
（6歳）

14年
（4歳）

16年
（2歳）

18年
（0歳）( )子どもの代表的な

加入年齢

空白部分に該当する場合は
加入できません。

空白部分に該当する場合は
加入できません。

空白部分に該当する場合は
加入できません。

空白部分に該当する場合は
加入できません。

【未定稿】
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2024年度じちろうマイカー共済推進強化の取り組み 

 
１．提案の趣旨 

  自治労共済推進本部は、第 14 回組合員代表者会議（2024 年 7 月 30 日）にて確認

された、2024 年度事業推進方針・実行計画にもとづき、2024 年度のじちろうマイカ

ー共済の推進強化策として、単組執行部見積り強化月間や安全運転啓発に取り組むこ

ととしています。 
各県本部においても県支部と共同し、2024 年度じちろうマイカー共済の推進強化策

を積極的に展開していくため、その取り組み内容について確認します。 
 
２．「単組執行部見積り強化月間」の取り組み 

（１）見積り強化月間の設定 

  県本部・単組の役員交代時期（10 月～12 月や 4 月～5 月）等に、「単組執行部見積

り強化月間」を全県本部・県支部で設定し、集中した取り組みを実施します。 

  強化月間を設定できていない県本部は、県本部共済推進委員会で協議のうえ強化月

間の設定を行います。 

 

（２）県本部執行委員会の見積りの取り組み 

  単組執行部の取り組みの前に、県本部定期大会終了後、新体制となった県本部執行

部もしくは県本部共済推進委員会での見積りの取り組みを実施し、県本部や県本部共

済推進委員会としてあらためてじちろうマイカー共済の掛金の優位性を確認し、単組

の取り組みを進めることとします。 

 

（３）強化月間における単組への取り組み要請 

  県本部は、県支部と共同し、各県で設定した「単組執行部見積り強化月間」の前に、

単組に対して単組執行部の見積書提出の取り組みを要請します。 

  また、単組の取り組みの実施にあたっては、モデル的な単組の選定や、先行して取

り組んだ単組の事例を全体化するなど、できる限り多くの単組の取り組みとなるよう、

県本部共済推進委員会で議論し実行します。 

 

（４）単組における見積り依頼書の取りまとめ 

  単組では、単組執行委員会や単組共済推進委員会にて単組執行部全員の見積書の提

出を確認し、単組執行部の見積り依頼書＜別紙 1＞と必要書類を取りまとめて県支部

に提出します。 

 

（５）県支部による見積り結果の作成と単組執行部学習会の開催 

  県支部で作成した見積書は、執行部見積り結果一覧表＜別紙２＞、執行部見積り実

施結果報告＜別紙３＞とともに単組へフィードバックします。 

単組では、単組執行部学習会を開催し、単組執行部の見積りの結果報告を行い、可

処分所得向上額を「見える化」するとともに、「刑事訴訟対応」についても学習します。 

  あわせて、執行部のじちろうマイカー共済への切り替えにも取り組みます。 

＜協議事項Ⅱ＞ 

 
26



 
 

 

（６）横断組織等での見積りの取り組み 

  県本部・単組における横断組織においても、単組執行部見積り強化月間に準じた見

積り取得の取り組みと学習会の開催を追求します。 

 
３．刑事訴訟対応の学習資料の提供と安全運転啓発の取り組み 

（１）学習資料「交通事故の刑事責任と公務員の身分」の提供 

自動車事故の加害者となった際の刑事罰に関する基礎知識に加え、公務員（地方公

務員法にもとづく身分をもつ職員）の分限に関すること、そして、失職の防止にかか

わる「じちろうマイカー共済」の特色、労働組合の役割、分限条例の役割、具体的な

取り組み事例などを記載した単組執行部向けの学習会用パワポ資料＜別紙 4＞を、自

治労共済推進本部で作成し県支部を通じて公開しています。パワポ資料は、事例集な

どを含んだフルバージョンの＜別紙４＞とは別に、内容を簡略化した「簡易版」の 2

種類を公開しています。 

 

（２）単組執行部学習会における活用 

  「単組執行部見積り強化月間」の取り組みに合わせ実施する単組執行部学習会の際

に、学習資料「交通事故の刑事責任と公務員の身分」を活用し、公務員の失職の防止

に不可欠なじちろうマイカー共済の役割りについて学習します。 

  あわせて、分限条例制定の意義を再確認するとともに、分限条例の制定や改正に向

けた取り組みの強化をはかります。 

 

（３）組合員向け安全運転啓発ツールの提供 

① 組合員向け学習資料「めざせ安心のカーライフ」（リーフレット） 

   自治労共済推進本部では、交通事故に関する知識を深めることによって、組合員

一人ひとりが安全運転の必要性を認識し、事故の防止につなげることを目的として、

組合員向けの学習資料「めざせ安心のカーライフ（A4・8 ページのリーフレット）」

＜別紙５＞を作成しています。 

リーフレットは、単に配布するだけでなく、単組が実施する共済制度学習会や単

組の定期大会（各部・評議会等を含む）や集会などの際に、短時間の学習を行うた

めの資料として積極的に活用してください。 

 

② きょうさいインフォメーションチラシ「じちろうマイカー共済の団体割引率」 

   自治労共済推進本部では、じちろうマイカー共済の団体割引の仕組みと団体割引

率の変更、さらに安全運転を啓発するため、きょうさいインフォメーションチラシ

「じちろうマイカー共済の団体割引率」＜別紙 6＞作成し、季刊発行の広報誌「き

ょうさい通信 46号（2024年 12月発刊）」に同封して各単組に配布します。 

また、組合員に配布することができるチラシとしても作成していますので活用を

希望する場合は、県支部を通じて自治労共済推進本部に依頼してください。。 

 

③ じちろうマイカー共済「備えて守って補償する」動画の一部改訂 

  「備えて守って補償する」動画は、マイカー共済の制度説明だけでなく、万一事
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故を起こした時の対応や、事故の未然防止なども含む内容で、学習会等でも活用で

きるものとして、自治労共済推進本部で作成し公開しています。この動画について、

団体割引率などの一部を改訂し、10 月から自治労共済推進本部ホームページに掲載

する予定で作業を進めます。    

 

４．組合員へ見積り取得を促す取り組みの徹底 

各県本部・県支部で計画している見積りキャンペーン等の取り組みを実施する際

には、単組執行部見積り強化月間の取り組み結果をもとに、じちろうマイカー共済

は可処分所得の向上が大いに期待できる制度であることを訴求し、多くの組合員か

らの見積り取得に取り組むよう、単組に対し要請します。 

 

５．添付資料 

＜別紙１＞「単組執行部見積り強化月間」専用 見積依頼書 

＜別紙２＞執行部見積り結果一覧表（見本） 

＜別紙３＞執行部見積り実施結果報告（見本） 

＜別紙４＞学習資料「交通事故の刑事責任と公務員の身分」 

＜別紙５＞組合員向け学習資料「めざせ安心のカーライフ」（リーフレット） 

＜別紙６＞じちろう共済インフォメーション「マイカー共済の団体割引」（チラシ） 

 

以 上 
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＜別紙１＞ 

 
 
 

 

 
【見積書作成にあたっての注意事項】 

① 見積依頼書は単組で取りまとめ、一括して県支部に送付してください。 

② 見積りの内容は、現在の補償に近い内容でお見積もりをします。 

③ お見積りには、一定の期間をいただきますので、すぐに加入を希望される場合には、組

合担当者までお申し出ください。 

 
 
 

組合提出締切日 

   月  日まで にご提出ください 
 
 
 

「単組執行部見積り強化月間」専用 

見積書提示までの流れ 

※車検証が電子化されている場合は自動車検査証記録事項となります 
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＜別紙２＞

№ 氏名
年
齢

車名
現在
等級

適応
等級

車
両

他社掛金
じちろう掛
金

支
払 年間差額 引下率

保険（共済）
満期日

車検満了日

1 A 28 アクセラ 11 11 ¥49,690 ¥23,870 年 ¥-25,820 -52.0% 2022年2月14日 2020年2月23日

2 B 25
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸ
ｽ

20 20 〇 ¥5,250 ¥3,900 月 ¥-16,200 -25.7% 2020年10月1日 2021年7月29日

3 C 54 ハリアー 20 20 〇 ¥71,950 ¥57,640 年 ¥-14,310 -19.9% 2020年9月30日 2020年8月24日

4 D 38 アルト 20 20 〇 ¥3,850 ¥2,100 月 ¥-21,000 -45.5% 2020年10月22日 2020年7月27日

5 E 32 フリード 20 20 〇 ¥61,890 ¥48,410 年 ¥-13,480 -21.8% 2020年8月31日 2020年8月30日

6 F 22 ワゴンＲ 15 15 ¥6,370 ¥4,330 月 ¥-24,480 -32.0% 2021年10月5日 2020年7月26日

7 G 33
エクストレ
イル

14 14 〇 ¥70,020 ¥42,120 年 ¥-27,900 -39.8% 2022年6月30日 2022年6月16日

8 H 32
ＭＲワゴ
ン

13 13 〇 ¥47,140 ¥34,070 年 ¥-13,070 -27.7% 2020年3月31日 2021年11月29日

9 I 32 スイフト - ６ ¥33,000 ¥65,910 年 ¥32,910 99.7% 2020年1月10日 2020年3月9日

10 J 35 ムーブ 20 20 〇 ¥46,000 ¥29,560 年 ¥-16,440 -35.7% 2020年8月25日 2021年3月1日

11 K 49 ＸＶ 20 20 〇 ¥5,560 ¥2,460 月 ¥-37,200 -55.8% 2020年9月18日 2020年9月6日

12 L 29 ステラ 20 20 〇 ¥61,870 ¥44,760 年 ¥-17,110 -27.7% 2022年7月17日 2020年3月28日

13 M 40
カローラ
ルミオン

20 20 〇 ¥83,000 ¥42,660 年 ¥-40,340 -48.6% 2020年10月3日 2021年8月19日

14 N 33 アクア 6（5） 6（5） 〇 ¥207,360 ¥115,440 年 ¥-91,920 -44.3% 2020年4月3日 2022年2月21日

15 O 23
ﾌﾚｱクロ
スオー
バー

20 21 〇 ¥51,910 ¥31,050 年 ¥-20,860 -40.2% 2020年1月9日 2022年1月29日

16 P 40 キャスト - 6 ¥21,000 ¥46,080 年 ¥25,080 119.4% 2020年1月10日 2021年12月15日

17 Q 22 ノート 20 20 〇 ¥7,120 ¥3,810 月 ¥-39,720 -46.5% 2020年5月19日 2020年4月5日

18 R 27
自動二輪
車

7 7 ¥5,620 ¥2,830 月 ¥-33,480 -49.6% 2020年8月24日 2020年8月20日

19 S 31 ゼスト 20 21 〇 ¥4,020 ¥2,490 月 ¥-18,360 -38.1% 2019年12月28日 2021年3月21日

20 T 33 フィット 9 9 〇 ¥54,980 ¥44,020 年 ¥-10,960 -19.9% 2020年4月14日 2021年3月27日

¥-424,660

↑（1年間差
額）

〇〇〇職員労働組合_執行部見積り結果一覧

【注意】

この一覧は、単組の学習会や募集活動には使用できません。

県支部から単組に対し、見積り者の一覧として、個別の見積書とともにフィードバックす
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＜別紙３＞ 

 

 

 

 

組合員全員の可処分所得の向上を！ 
～ じちろうマイカー共済 ～ 

 
 

執行部（20人）の掛金見積りを実施した結果、以下の通りとなりました 

 
 
★他保険・他共済の保険料総額 

※他保険に加入している 20件の合計 

 １，３１３，２９０円/年 
 
★じちろうマイカー共済の掛金見積総額 
                   ※じちろうマイカー共済の見積りをした 20件の合計 

８８８，６３０円/年 
 
★マイカー共済に移行した場合の年間あたりの節約総額 

【可処分所得の向上額】 

４２４，６６０円/年 
※1 人あたり平均２１，２３３円 

 

 

 

 

〇〇〇職員労働組合 

（注意） 
単組執行部学習会での見積り取得の取り組み結果を報告する場合は、

個人ごとの比較はせずに、全体的な結果の報告にとどめること。 

<執行部見積り実施結果報告> 
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交通事故の刑事責任と
公務員の⾝分
【執⾏部学習会資料︓分限条例と組合対応】

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。

5124A014

＜別紙４＞

はじめに

本資料は、⾃動⾞事故の加害者となった際の刑事罰に関する基礎知識に加え、公務員（地⽅
公務員法にもとづく⾝分をもつ職員）の⾝分に関すること、そして、失職の防⽌にかかわる「じちろうマ
イカー共済」の特⾊、労働組合の役割、分限条例の役割、具体的な取り組み事例などを記載した
単組執⾏部学習会⽤資料です。
不幸にも交通事故を起こしたことにより、組合員に過度な不利益が発⽣することを回避するために

知っておくべき事項をまとめたものです。しかしながら⼈⾝事故には被害者が存在すること、事故を起こ
した運転者の刑事責任は相応に追及されることを忘れてはなりません。交通事故に関する知識を深
めることによって、組合執⾏部はもとより、組合員⼀⼈⼀⼈が安全運転の必要性を認識し、事故の
防⽌につながることを最終的な⽬的としています。
安全運転の啓発は組合員の⾝分を守るために重要な役割を担います。積極的に本資料を活⽤し、

事故防⽌に役⽴てていただくことをお願いします。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
2
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Ⅰ-1 交通事故の刑事罰

 交通事故により他⼈を死傷させた者は以下の罪に問われ、量刑を科される可能性があります。

【⾃動⾞運転死傷処罰法】
過失運転致死傷罪（⾃動⾞運転死傷処罰法 第5条）

⾃動⾞の運転上必要な注意を怠り、よって⼈を死傷させた者は、７年以下の懲役若しくは禁錮⼜は100万
円以下の罰⾦に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

１ 不起訴・・・処分なし
２ 略式罰⾦・・・罰⾦のみ
３ 公判請求・・・禁錮以上に処せられる可能性が⾼い

【具体的な処分内容】

【刑の軽重】
（軽） 不起訴 → 罰⾦ → 禁錮 → 懲役 （重）

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
3

※ 同法 第2条 危険運転致死傷罪が適⽤された場合は禁錮・罰⾦刑はなく、致傷は15年以下の懲役、致死は1年以上の有期懲役が適⽤されます。

Ⅰ-2 交通事故の刑事罰

 刑事罰決定までのながれ

交通事故を起こし、相⼿⽅が死傷した
場合（⼈⾝事故）、警察が事件調書を
作成します。その後、調書を管轄の地⽅
検察庁に送致（書類送検）します。⼈
⾝事故の場合、すべて送致されるのが原
則です。
検察庁は事件を受理し、担当の検察

官を決定します。検察官は刑事事件とし
て当該事故の捜査を⾏います。死亡事故
などの重⼤な交通事故であれば、警察の
事件調書をもとに当事者に意⾒聴取等を
⾏います。その後、被疑者（加害者）に
対し、刑法上の責任があるのかどうか、責
任がある場合その程度はどうか、などを判
断します。これを事件処理といいます。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
4
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Ⅰ-3 交通事故の刑事罰

 処分にかかる判断材料
被疑者（加害者）の処分を決定するにあたり、検察官は以下にあるような事情を総合的に勘

案して処分を決定します。

【検察官の判断材料】
• 事故状況（過失割合）
• 被害者の⼈数/被害程度
（死亡・重傷・軽傷）
• ⽰談締結・嘆願書の有無
• 被害者（遺族）感情
• 加害者の反省（再犯可能性）

• 過去の事故歴・違反歴
• 職場嘆願書の有無
• 社会的制裁（処分等）
• ⾃⼰負担⾦の有無

• 加害者の家族構成・収⼊
• 加害者の経歴
• 過去の類似事例の判断
• 刑罰適⽤後の加害者の地位

※上記のうち⾚字で⽰した「判断材料」は、検察官が処分を決定するうえで特に重要視している要素です。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
5

Ⅰ-4 交通事故の刑事罰

 公判請求とその結果
以下の表は公判請求され、⼀審判決で禁錮以上となった件数を⽰した統計資料です。

※ 令和2〜４年版 法務省『犯罪⽩書 第２編「犯罪者の処遇」』より抜粋

上表のとおり、公判請求されると、ほぼ100％の確率で禁錮以上の刑が科されます。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
6

【⾃動⾞運転死傷処罰法 第⼀審における終局処理⼈員】

総 数 懲役・禁錮 罰⾦等 その他
（無罪）

懲役・禁錮の
割合

2021年 4,299 4,187 89 23 97.4%

2020年 4,330 4,231 71 28 97.7%

2019年 4,814 4,708 82 24 97.8%

合計 13,443 13,126 242 75 97.6%
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Ⅱ-1 失職に関する基礎知識
 地⽅公務員法の失職規定

【地⽅公務員法（抜粋）】

地⽅公務員法
【⽋格条項】
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、⼜は

競争試験若しくは選考を受けることができない。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執⾏を終わるまで⼜はその執⾏を受けることがなくなる

までの者
2〜4 略

【降任、免職、休職等】
第28条 1〜3 略

4 職員は、第16条各号（第2号を除く。）のいずれかに該当するに⾄つたときは、条例に
特別の定がある場合を除くほか、その職を失う。

地⽅公務員法では公務員の失職規定を定めています。以下の規定に該当した場合、当該職員は失職します。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
7

Ⅱ-2-① 失職に関する基礎知識

【実際にあった失職事例】

千葉市は１７⽇、交通死亡事故を起こしたとして⾃動⾞運転処罰法違反（過失致死）の罪で禁錮１年２カ⽉、執⾏猶予３年の判決が確定した財
政局の副主査男性（４９）が、地⽅公務員法の規定により失職したと発表した。
市コンプライアンス推進室によると、副主査は２０１５年１１⽉、稲⽑区内のパチンコ店駐⾞場から乗⽤⾞で道路に出た際、徒歩で横断中の８０代男

性をはねて死亡させた。今⽉２⽇に千葉地裁で有罪判決を受け、１７⽇に確定した。

【事例①】（他保険（共済）加⼊）

【事例②】（他保険（共済）加⼊）

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。
8

（千葉⽇報2017年3⽉17⽇ネットニュースより抜粋）

平成３０年１２⽉２７⽇（⽊）午後１時５８分頃，宮城県登⽶市東和町⽶⾕地内の三陸縦貫⾃動⾞道 上り⾞線 71.2 キロポスト付近におい
て，気仙沼消防署古町出張所の救急隊が⽯巻⾚⼗字病院への救急搬送中，２ｔトラックに追突し，傷病者の付添⼈１名が死亡し，傷病者１名，
救急隊員３名とトラックの運転⼿１名が負傷したもの。当該事故により，救急機関員（運転⼿）は⾃動⾞運転処罰法違反（過失運転致死傷）
の罪に問われ，令和元年６⽉５⽇に禁錮１年６⽉執⾏猶予３年の判決が⾔い渡しされた。
本⽇（令和元年6⽉20⽇）判決が確定したことにより，失職となりましたのでお知らせいたします。

（気仙沼・本吉地域広域⾏政事務組合2019年6⽉20⽇記者発表資料より抜粋）

 他⼈事ではない交通事故での失職
⾃動⾞運転死傷処罰法 第5条では交通事故で他⼈を死傷させた場合、最⾼で7年以下の懲役もしくは禁錮を科すとしています。しかし、公

務員が⾃動⾞の運転によって他⼈を死傷させた場合は、単に刑事責任を負うばかりでなく、さらに地⽅公務員法上の⽋格条項に該当することと
なり、公務員の⾝分を失うという重⼤なリスクがあるのです。
なお、失職は法律にしたがって⾃動的に公務員の⾝分を失うものです。懲戒処分ではないため、懲罰委員会や⼈事委員会を経て処分をくだす

という⼿続きもありません。したがって、いかに再発防⽌を誓い被害者に誠意を尽くしたとしても情状酌量の余地も弁明の機会もありません。
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【分限条例の例①】（〇〇市）
(失職の例外)
第7条 法第16条第1号の規定に該当するに⾄った職員のうち、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執⾏を猶予された者は、その罪が過
失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

【分限条例の例②】（〇〇県）
(失職の特例)
第6条 任命権者は，禁錮以上の刑に処せられた職員のうち，その刑に係る罪が公務遂⾏中の過失による事故⼜は通勤途上の過失によ
る交通事故に係るものであり，かつ，その刑の執⾏を猶予された者については，情状を考慮して特に必要と認めるときは，その職を失わな
いものとすることができる。

Ⅱ-2-② 失職に関する基礎知識

 分限条例

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 9

地⽅公務員法第28条では「条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。」と定めています。ここでいう特別な定め
とは、「職員分限の⼿続及び効果に関する条例」等における失職の例外について規定した条例を指し「分限条例」「分限特
例条項」などと略称されます。
「分限条例」は全ての⾃治体で制定されているわけではありません。「分限条例」の制定が無い⾃治体の職員が、禁錮以上
の刑に処せられた場合（執⾏猶予の有無にかかわらず）法律にしたがって⾃動的に公務員の⾝分を失うこととなります。

※ 国家公務員法も同様に「⼈事院規則に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う」という規程がある。
しかし⼈事院規則に特別の定めは無いため、国家公務員は禁錮刑以上の刑が確定すると例外なく失職する。

Ⅱ-3-① 失職に関する基礎知識
 失職時の退職⼿当の取り扱い

【退職⼿当条例の例】（名古屋市職員退職⼿当条例）

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職⼿当の⽀給制限)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職⼿当管理機関は、当該退職をした者(当該退
職をした者が死亡したときは、当該退職に係る⼀般の退職⼿当等の額の⽀払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者
が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が⾏った⾮違の内容及び程度、当該⾮違に
⾄った経緯、当該⾮違後における当該退職をした者の⾔動、当該⾮違が公務の遂⾏に及ぼす⽀障の程度並びに当該⾮違が公務
に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該⼀般の退職⼿当等の全部⼜は⼀部を⽀給しないこととする処分を⾏うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地⽅公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)⼜はこれに準ずる退職をした者

【退職⼿当】
禁錮以上の刑が科され、失職となった場合、原則として退職⼿当は⽀払われません。
実際の運⽤は各⾃治体で定めている条例にしたがって運⽤されることとなりますが、⼤半の⾃治体で退職⼿当に関する条

例が整備されており、失職の際、「退職⼿当の全額もしくは⼀部を⽀給しないことができる」と定めています。なお、刑の確定
前に退職⼿当を受給した場合も「返納を命ずる処分を⾏うことができる。」との定めにより、同様の結果となります。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 10
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Ⅱ-4 失職に関する基礎知識
 失職時の年⾦の取り扱い

【地⽅公務員等共済組合法】

第111条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分（地⽅公務員法
第29条 の規定による減給若しくは戒告⼜はこれらに相当する処分を除く。）を受けたとき⼜は組合員（退職した後に再び
組合員となつた者に限る。）若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第97条第1項 に規定する退職⼿当⽀
給制限等処分に相当する処分を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年⾦
⼜は公務障害年⾦の全部⼜は⼀部を⽀給しないことができる。

２ 略

３ 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執⾏を受ける者に⽀給すべきその組合員期間に係る退職年⾦⼜は公務障害年
⾦は、その刑の執⾏を受ける間、その⽀給を停⽌する。

【年⾦】
失職となった場合、原則として年⾦も⽀払われません。
地⽅公務員の年⾦給付に関しては、地⽅公務員等共済組合法によって次のとおり定められています。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 11

Ⅱ-5 失職に関する基礎知識
 失職するとすべてを失います

【失職により失うもの】

公務員としての⾝分・収⼊
退職⼿当
職員でいた期間の年⾦

失職すると公務員の⾝分を失います。
それはすなわち、職を失い収⼊が絶たれることを意味します。また、失職はこれだけにとどまらず、退職⼿当・

年⾦も受け取れない可能性もあり、現在の⽣活はもとより⽼後の⼈⽣にも⼤きく影響します。

⽣活が破たんする危険性

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 12

 
37



Ⅲ-1 じちろうマイカー共済の取り組み

 じちろうマイカー共済の取り組み①

【じちろうマイカー共済 組合員のサポート体制】

じちろうマイカー共済は⾃治労組合員のために作られた⾃動⾞共済（保険）制度です。そのため、組合員（被共済者）が重⼤
事故を起こした際、組合員の失職を防ぐ取り組みを⾏います。失職防⽌にかかわる弁護⼠費⽤を共済⾦⽀払対象として制度化し、
組合員を中⼼にすえた関係者の協⼒体制を活⽤することができるのは、じちろうマイカー共済の⼤きな特徴です。

事故処理
担当者

組合員
（被共済者）

弁護士労働組合

自治労共済
推進本部
県支部

① 組合員︓事故を起こした当事者として、被害者に誠意を尽く
します。事故発⽣状況報告・捜査状況・お⾒舞い・葬儀参
列・謝罪訪問等、全ての対応をメモして記録し、関係者と共
有します。当事者の⼼証は、あらゆる場⾯において刑事処分
の⾏⽅を決定づける⼤きな要因となります。

② 事故処理担当者︓主に被害者対応・⽰談交渉を担当しま
す。⽰談の成⽴は組合員の処分に重⼤な影響を与えます。
関係者の連携の要としても現場担当者は極めて重要な役割
を担っています。

③ 労働組合︓当局の処分に係る調整や職場嘆願書を取得等
の役割を担います。また、万⼀に備えて分限条例の適⽤に関
する準備・交渉を⾏います。

④ ⾃治労共済推進本部県⽀部︓事故処理担当者・⾃治労
県本部・労働組合間の仲介となり情報連携を⾏います。

⑤ 弁護⼠︓公判回避を⽬標として事案全体をコントロールし関
係者に助⾔します。情報を集約し上申書等として提出するこ
とで、検察庁の処分決定に際し情状酌量を働きかけます。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 13

Ⅲ-1 じちろうマイカー共済の取り組み

 じちろうマイカー共済の取り組み②

【じちろうマイカー共済 刑事訴訟対応の流れ（死亡事故対応モデルケース）】

じちろうマイカー共済は組合員が重⼤事故を起こした際、失職防⽌のため公判請求回避をめざし取り組みます。しかし、
事故を起こした刑事責任そのものを軽くすることは誰にもできません。最終的には検察官が、すべての事情を総合的に勘案
して処分内容を決定するため、⽰談書・嘆願書の⼊⼿や⾃⼰負担⾦の有無にかかわらず公判請求が避けられない案件も
あります。したがって、組合員を中⼼として関係者それぞれがベストを尽くすことが重要です。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 14

●
死
亡
事
故
発
⽣
報
告

〇関係者打合せ

・組合員
・弁護⼠
・損調SC
・⾃治労共済推進本部県⽀部
・⾃治労県本部
・単組

協⼒体制・役割分担の確認

組合員︓通夜・葬儀・初七⽇・四⼗九⽇参列・献花/謝罪対応等
実況⾒分・供述調書・捜査対応等
謝罪対応状況・捜査状況の弁護⼠/SC/単組報告

※ 送致⽇程の把握（捜査終了の⾒通し）
※ ⾃⼰負担⾦の検討
※ 遺族嘆願書・上司/同僚嘆願書の取り付け

単組 ︓組合員の精神的フォロー
分限条例の有無・内容確認
当局への働きかけ（懲戒処分・分限条例適⽤の検討状況確認）

※ 上司/同僚嘆願書の取り付け協⼒

県⽀部・県本部︓単組・損調SC間の情報連携、フォロー

損調SC︓遺族への必要書類案内・共済⾦の内払・賠償提⽰・⽰談交渉
弁護⼠・組合員・県⽀部間の情報連携、フォロー

※ 組合員⾃⼰負担⾦の提⽰・遺族嘆願書の取り付け協⼒

弁護⼠︓組合員・単組・県⽀部・損調SCの対応指導・フォロー
上申書の作成・とりまとめ

警察（捜査機関）の捜査
検察庁の捜査・処分

⽰
談
・
嘆
願
書
取
得

⽬
標

略
式
処
分
同
意
書
の
作
成

〇弁護⼠⇒検察官
処分決定材料提出

・弁護⼈選任届
・上申書
・⽰談書
・嘆願書（遺族）
・嘆願書（上司・同僚）
・⾃⼰負担⾦
・懲戒処分（職場）の発令
・無事故/無違反証明
・職歴証明

送
致
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Ⅲ-2 じちろうマイカー共済の取り組み

 じちろうマイカー共済の実績
じちろうマイカー共済の失職防⽌の取り組み成果は以下のとおりです。
完了案件75件のうち、71件で失職を免れることができました。（不起訴・罰⾦68件、分限条例適⽤3件）

約94.6%という⾼率で組合員にとって有意な結果が得られています。

【直近11年間の取組成果】

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 15

件数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 合計
8 4 5 8 6 10 7 8 8 8 7 79

うち⾃動⾞運転過失傷害 3 1 3 1 1 4 5 6 6 6 6 42
うち⾃動⾞運転過失致死 5 3 2 7 5 6 2 2 2 2 1 37

7 3 5 6 6 9 6 8 8 6 4 68
1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 6

うち分限条例適⽤ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
うち⽋格条項失職 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5

弁護⼠対応重⼤事故

不起訴・罰⾦
有期刑判決

未結審

Ⅳ-1 労働組合の取り組み
 労働組合による失職防⽌の取り組み

【労働組合の対応】

公判請求を回避するために、労働組合にしかできない⼆つの重要な取り組みがあります。

⼀つめは、分限条例を制定・改定・適⽤させる取り組みです。
⼆つめは、刑罰が確定する前に⾃治体から「懲戒処分」を出させる取り組みです。
万⼀、組合員が公判請求され、禁錮以上の刑が確定した場合、最終的に組合員の⾝分を守る取り組みを⾏えるのは労

働組合だけです。そのため、労働組合では最悪の事態に備えて、対応の準備をしておく必要があります。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 16
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Ⅳ-2 労働組合の取り組み

 まず分限条例の制定を

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 17

 分限条例のない⾃治体では、組合員が失職規定に該当した場合に救う術がありません。
そのため、まずは⾃治体当局に、分限条例を制定させる働きかけが必要です。

〈モデル案〉
〇県〇市町村 分限条例 （失職事由の特例）
第〇〇条 任命権者は、法第16条第1号に該当するにいたった職員のうち、その罪が刑の執⾏を猶予された

ものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる

【分限条例を制定・改定・適⽤させる取り組み①】

【失職特例条例の制定を求める取り組み】
23. 単組・県本部は、地⽅公務員法第28条に基づく失職の特例を認める条例の制定を求めます。

各⾃治体の分限条例に「任命権者は地⽅公務員法第16条第１号に該当するに⾄った職員のうち、その刑の
執⾏を猶予せられた者については、情状によりその職を失わないものとすることができる」との条⽂の追加を
求めます。また、特例を「公務中の事故」等に限定している⾃治体についても、上記の条⽂への修正を求め、
実効性の確保をはかります。

（2024年5⽉⾃治労第166回中央委員会の当⾯の闘争⽅針より抜粋）

Ⅳ-3 労働組合の取り組み

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 18

 適⽤要件が付せられている場合は改定を

分限条例が定められている⾃治体でも⼀定の要件が付加されていることが少なくありません（p.9参照）。
要件に合致しない場合、分限条例は適⽤できません。したがって、出来る限り｢特例｣の範囲を限定させな

いことが重要です。分限条例がある⾃治体でも①〜③のような要件が付せられている場合は適⽤要件を撤
廃する⽅向で改定を求めていくことが必要です。

【代表的な適⽤要件】

【分限条例を制定・改定・適⽤させる取り組み②】

① 公務中の事故であること ⇒ 私⽤（休暇中、通勤途上にルートを外れた場合
など）中の事故で起訴されると失職

② 禁錮以上の刑に処せられたのが
過失の罪によるものであること ⇒ 道路交通法違反の罪（≒過失犯ではない）と

同時に起訴されると失職

③ 刑が禁錮刑であること ⇒ 懲役刑（⾃動⾞運転過失致死傷罪でも過半
を占める）で起訴されると失職
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Ⅳ-4 労働組合の取り組み

【分限条例による失職回避事例】

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 19

（Wikipedia(失職特例条項) より抜粋）

① 2015年4⽉に志摩市で軽⾃動⾞を運転中に道路を横断していた⾃転⾞の⼥性をはねて死亡させる事故を起こした三重県伊勢農林⽔産事務所⼥性
技師は2017年8⽉に禁錮1年執⾏猶予3年の有罪判決が確定した際に、遺族側が失職を望まない嘆願書を出して⽰談が成⽴している事等を考慮し、
職員失職特例条例を適⽤して停職6ヶ⽉の懲戒処分とした上で失職を回避した。

② 2018年1⽉運転中に居眠りをして対向⾞線にはみ出し軽トラックと衝突して軽トラックの男性運転⼿に重傷を負わせる事故を起こした⼤分市職員が2019
年1⽉に⾃動⾞運転処罰法違反（過失運転致傷罪）等で禁錮1年執⾏猶予3年の有罪判決が確定した際に、職員失職特例条例を適⽤して1ヶ⽉停
職の懲戒処分とした上で失職を回避した。

③ 2017年10⽉運転中に対向⾞線にはみ出して軽乗⽤⾞と衝突して⼥性運転⼿を死亡させ他の⾞も巻き込んで4⼈にけがを負わせる交通事故を起こした
川⻄市職員が2019年7⽉に⾃動⾞運転処罰法違反（過失運転致死傷罪）で禁錮2年執⾏猶予3年の有罪判決が確定した際に、
川⻄市は「職員の⻑時間の労働が続いていた」「死亡した⼥性の遺族が裁判で刑罰を求めない考えを述べた」等を考慮して職員失職特例条例を適⽤し
て6ヶ⽉停職の懲戒処分とした上で失職を回避した。

・分限条例適⽤は働きかけが不可⽋
【分限条例を制定・改定・適⽤させる取り組み③】

分限条例は⾃動適⽤されるものでは無く、あくまで任命権者の⼈事裁量権において適⽤することが「でき
る」とされているものです。したがって、誰でもどんな時でも失職を免れるわけではありません。よって分限条例に
よる失職回避には労働組合の働きかけが不可⽋です。
様々な情状酌量の事情をとりまとめ失職回避を主張することで、最終的に任命権者が情状酌量すべきと

判断した時のみ失職の例外が適⽤されます。

Ⅳ-5 労働組合の取り組み

 刑事処分確定前に⾃治体から処分を

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 20

 多くの⾃治体当局は、刑事処分が決まってから懲戒処分の発令を決める（捜査中には発令しない）姿勢
です。
しかしながら、あらかじめ「停職」等の懲戒処分が⾃治体当局より発令されることで、検察官に対して既に加

害者が社会的制裁を受けているとして刑事処分における情状酌量を考慮させる効果が期待できます。
そのため、場合によっては、検察庁に送致される前に、⾃治体当局に懲戒処分を発令させる働きかけをする

ことが必要なケースも出てきます。
⾃治体当局からの処分の発令の取り組みは、その有効性などを担当弁護⼠と協議しながら進めます。

〈地⽅公務員法 第29条（懲戒）〉
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職⼜は免職の処分をすることができ
る。
⼀ この法律若しくは第五⼗七条に規定する特例を定めた法律⼜はこれらに基づく条例、地⽅公共団体の規則若しくは地⽅公共団体

の機関の定める規程に違反した場合
⼆ 職務上の義務に違反し、⼜は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない⾮⾏のあつた場合

【懲戒処分の発令】
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Ⅳ-６ 労働組合の取り組み
【まとめ】労働組合は最後の砦

先にも述べたとおり、じちろうマイカー共済の取り組みは必ず公判請求を避けられるというものではありません。
したがって、組合員に禁錮以上の刑が科され、刑が確定した場合、労働組合が組合員を守る最後の砦となり
ます。そのため、労働組合は組合員を守るにあたり、事前に充分な準備をする必要があります。

なお、⼀般的な分限処分は、職員が公務員として不相応な業務を⾏っていると報告を受けた任命権者が、
当該職員の⾏動や業務状況を調査し、当該職員本⼈への聞き取り、弁明の機会を与えたうえで改善を促し
ます。そして、それでも改善されない場合に分限処分を⾏うこととなります。

他⽅、失職規定に該当した職員は失職が原則です。処分を科すのではなく、本来失職であるところ、例外
的に失職させないことが⽬的となりますので、⼀般的な分限処分とは対応が異なります。そのため、労働組合
の積極的な対応が必要となるのです。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 21

Ⅴ-1 失職を防いだ事例集
 失職を防いだ具体的事例

労働組合の懸命な取り組みの結果、失職を免れた事例を以下に紹介します。
これらの事故では、事故当初から労働組合が事故と向き合い、常に経過を把握しながら対応し、禁錮刑が確定する前か

ら当局と交渉を積み重ねた結果、失職を免れることができました。

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 22

【じちろうマイカー①労働組合の取り組みで失職を免れた事例】
2017/××/××

休暇中
⽚側1⾞線道路60〜70ｋｍ/h直進中、右⽅から道路を横断してきた歩⾏者と衝突、死亡させたもの

本⼈40代
60代・男性・死亡

【相】はX⾚⼗字病院へ救急搬送されたものの脳挫傷により当⽇死亡。⾃動⾞運転過失傷害（後に致死）罪の疑いで現⾏犯逮捕され翌
⽇午後釈放。刑事訴訟対応打合せの際、X市の分限条例の適⽤要件に合致しないことが判明。X市職によりX市分限条例改正、および懲
戒処分早期発令の働きかけを開始した。事故より3か⽉後、遺族⾯談を実施し、損調SCにて嘆願書取得に成功。事故より4か⽉後、検察庁
へ送致され検事宛に弁護⼠作成の上申書を提出した。事故発⽣から5か⽉後には遺族と⽰談成⽴。また同⽉にはX市分限条例改正案が可
決し、「公務中」「過失の罪により」という⼆つの要件が撤廃され本件にも分限条例が適⽤可能となった。事故から8か⽉後、検察庁より不起訴
処分となった旨、告知され失職を免れることができた。懲戒処分の発令は⾏われなかった。
法第16条第1号に該当するに⾄つた職員のうち刑の執⾏を猶予された者でその罪が公務上の過失の罪によるものであり、かつ故意または重⼤
な過失によらないものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。

400万円

なし

刑事罰 不起訴

所属⾃治体の懲戒処分

契約者情報
被害者情報

対応経過

分限条例

契約者⾃⼰負担額

事故⽇
事故発⽣場所への経路

事故状況
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本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 23

【じちろうマイカー②労働組合の取り組みで失職を免れた事例】

2017/××/××
勤務先より帰宅中

センターラインのある道路を直進中、カーナビ画⾯に気を取られ、対向⾞線へはみ出し相⼿バイクと正⾯衝突したもの。 相⼿⽅救急搬送された
が死亡。バイクは原型をとどめなかった。

本⼈40代
70代・⼥性・死亡

加害者は死亡した被害者の遺族を葬儀・⽉命⽇など毎週のように何度も訪問、誠⼼誠意を尽くし謝罪対応を⾏った。Y市職は⾃治体当局に
対し、懲罰委員会開催の働きかけを⾏い、事故発⽣から4か⽉後、停職6ヶ⽉の処分が発令された。職場およびサークルの同僚からの嘆願書に
ついても取り組みを開始した。損調SC対応にて遺族との⽰談完了し嘆願書⼆部取得（検察庁・市⻑宛）。事故から6か⽉後、検察庁送致
された。Y市は職員不祥事（本件含む）が相次ぎ「Y市職員不祥事再発防⽌調査委員会」を設置、市⻑が管理職訓⽰を⾏ない職員の不
祥事を厳しく処分する⽅針を表明した。調査委員会設定後すぐ、弁護⼠から検察庁宛に上申書提出、検察庁呼出しがあり、事故から1年後
略式罰⾦処分が決定。失職を免れることができた。
法第16条第1号の規定に該当するに⾄った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執⾏を猶予された者について特にその情状を
考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

460万円

停職6か⽉（※刑事処分確定前）

契約者⾃⼰負担額

所属⾃治体の懲戒処分

事故状況

契約者情報
被害者情報

対応経過

分限条例

事故⽇
事故発⽣場所への経路

刑事罰 略式罰⾦100万円

Ⅴ-2 失職を防いだ事例集

Ⅴ-3 失職を防いだ事例集

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 24

【じちろうマイカー③労働組合の取り組みで失職を免れた事例】

2017/××/××
休暇中

⼗字交差点にて⻘信号右折の契約⾞両と、進⾏⽅向横断歩道を歩⾏者信号⻘信号にて横断中の⾃転⾞が衝突、死亡させたもの。
本⼈・50代

70代・男性・死亡
加害者は死亡した被害者の遺族を葬儀・⽉命⽇など毎週のように何度も訪問、誠⼼誠意を尽くし謝罪対応を⾏った。A市職執⾏部も職場・
同僚・上司に働きかけ嘆願書を取得。弁護⼠にてこれら情状酌量の事情について上申書をとりまとめたものの、事故発⽣から2か⽉後に担当検
察官の異動直前というタイミングで正式起訴された。担当弁護⼠・損調SCにて遺族との間で裁判終了までの間の⽰談をめざし、結審前に⽰
談成⽴。遺族からの裁判所宛の嘆願書も取得することができた。しかしながら検察から新たに供述調書(罰⾦刑は望まず、執⾏猶予付きの禁
錮刑を希望するとの内容)が提出され、判決にて執⾏猶予3年禁錮1年6カ⽉の判決となった。判決を受けてA市職執⾏部は遺族宅を訪問し
分限条例適⽤のため嘆願書取得、A市当局へ提出し分限条例適⽤を働きかけた。翌1⽉、分限条例適⽤発令があり、失職を免れることがで
きた。その後、⾃治体より停職6カ⽉の処分が下された。
交通事故により法第16条第1号に該当するに⾄つた職員のうち、刑の執⾏を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとする
ことができる。

求刑 禁錮1年 6カ⽉

判決 執⾏猶予3年
禁錮1年 6カ⽉

停職6カ⽉（※刑事処分確定後）

対応経過

分限条例

刑事罰

所属⾃治体の懲戒処分

事故⽇
事故発⽣場所への経路

事故状況
契約者情報
被害者情報
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Ⅴ-4 失職を防いだ事例集
【じちろうマイカー④労働組合の取り組みで失職を免れた事例】

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 25

2014/××/××
勤務先より帰宅中

センターラインのある対向⼆⾞線道路側端を歩⾏中（道路外側線⾞道側）の相⼿に、ナビの操作をしながら直進中の契約⾞両が背後か
ら衝突し転倒、死亡させたもの。

本 ⼈30代
60代・⼥性・死亡

相⼿⽅処罰感情激しく刑事罰確定まで⽰談拒否の姿勢。被害者遺族は弁護⼠に賠償交渉を委任し、同種の裁判例などを⼤幅に超え
る⾼額な賠償請求があったため、損調SCでは⽰談ができないまま事故から10か⽉後、正式起訴。第1回公判にて禁錮1年6カ⽉求刑され
た。A県職執⾏部は県当局に対し懲戒処分発令を要請。Ａ県知事は刑事裁判の途中に停職４⽉の懲戒処分を発令した。また県当局
が分限条例適⽤に際し、遺族からの嘆願書の提出を求めていることが判明。そこで組合員は同年、刑事訴訟と並⾏して簡易裁判所に⺠
事調停を申⽴て、遺族の要求額をのみ1500万円を⾃⼰負担することで遺族も嘆願書作成に応じることになった。事故から1年後、執⾏猶
予3年禁錮１年６カ⽉の判決となり、直後に⺠事調停が成⽴し賠償⾦⽀払・嘆願書の提出が⾏われたことで、Ａ県知事が分限条例適
⽤通知を発令、失職を免れることができた。
職務遂⾏中、⼜は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執⾏を猶予された職員について、情状を考
慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

1500万円
求刑 禁固1年6カ⽉
判決 執⾏猶予3年・禁固1年6カ⽉

停職4カ⽉（※刑事処分確定前）

事故⽇
事故発⽣場所への経路

事故状況

契約者情報
被害者情報

対応経過

分限条例

契約者⾃⼰負担額

刑事罰

所属⾃治体の懲戒処分

Ⅴ-5 失職を防いだ事例集
【じちろうマイカー⑤労働組合の取り組みで失職を免れた事例】

本資料は情報提供を⽬的としたものであり、商品の推進・販売を⽬的とした募集資料としては使⽤できません。なお、本使⽤以外への配布・掲⽰は固く禁じます。 26

2013/××/××
勤務先より帰宅中

考え事をして運転操作を誤り、センターオーバーした契約⾞両が、対向⾞線を⾛⾏中のバイクと⾃転⾞に衝突。50代男性は死亡、20代
男性に重傷を負わせたもの。

本　⼈40代
50代・男性・死亡
20代・男性・重体

加害者は死亡した被害者の遺族、重傷を負った被害者に誠⼼誠意を尽くし対応。B県職執⾏部はＢ県知事に対し早期に懲戒処分を
発令するよう求めたが応じてもらえず。損調SC対応にて死亡した50代男性との⽰談先⾏して成⽴、事故から9か⽉後検察庁送致、20代
男性（後遺障害8級）との⽰談も成⽴。その過程で加害者は150万円⾃⼰負担、検察官宛嘆願書を取得するも1年後に正式起訴さ
れた。禁錮１年２カ⽉，執⾏猶予２年判決。判決後、B県職執⾏部はふたたび県知事に対し分限条例適⽤を働きかけ。その後B県知
事より分限条例適⽤通知発令。失職を免れることができた。その後B県より停職6か⽉の処分が下された。
禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執⾏を猶予された者については、情状を考
慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる

150万円
求刑 禁錮2年
判決 執⾏猶予2年・禁錮1年2カ⽉

停職6カ⽉（※刑事処分確定後）

事故発⽣場所への経路

対応経過

契約者⾃⼰負担額

刑事罰

所属⾃治体の懲戒処分

事故⽇

事故状況

契約者情報

被害者情報

分限条例
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まとめ

‹27›

じちろうマイカー共済は、公務員等の失職を防ぐための制度として刑事弁護にも
対応する弁護⼠費⽤等補償特約を設けており、起訴される前から担当者、選任
弁護⼠が労働組合と協⼒して組合員を守ります。

しかし、じちろうマイカー共済の取り組みは必ず公判請求を避けられるというもので
はないため、組合員に禁錮以上の刑が確定した場合、労働組合が組合員を守る
最後の砦となります。

そのため労働組合は、分限条例制定や⾃治体当局への対応など、組合員を守
る取り組みを⾏うことが重要です。
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＜別紙５＞ 
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＜別紙６＞ 
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 2024 年度共済推進県本部交付金を活用した推進強化について

  
１．2024年度共済推進県本部交付金 

 自治労本部は、自治労発2024第0892号（2024年７月29日）で事前にお知らせし

たとおり、共済推進県本部交付金運営要綱（以下「運営要綱」といいます。）に

基づき、2024年度共済推進県本部交付金を別紙のとおり交付します。 

 

２．共済推進県本部交付金の目的と活用 

 共済推進県本部交付金の目的と活用については、運営要綱において以下のとおり規

定していますので、あらためて確認いただくとともに、目的に沿った活用をお願いし

ます。 

 

【運営要綱第２条（交付の目的等）抜粋】 

第２条 交付の目的は、以下の通りとする。 

（１）自治労の共済活動を推進するために、県本部共済推進委員会の活動支援として 

  交付する。 

（２）県本部は、この交付金の活用を通じて、共済の推進と組織の強化・拡大の運動 

  がともに連携するように努める。また、組合員利益確保のため、自治労共済の事 

  業推進目標達成にむけ、県支部との共同推進を担う。 

 

【運営要綱第５条（交付金の活用）】 

第５条 交付金の活用については、以下を条件とする。 

（１）県本部において予算管理を行い、支出内容について県本部共済推進委員会で協 

  議、確認する。 

（２）活用は、第２条の（１）、（２）に規定する目的の範囲とする。 

（３）交付金の活用実績について毎年本部共済推進委員会に報告する。 

（４）県本部において、この要綱に準じる共済推進単組交付金規程を定める。 

 

３．共済推進単組交付金規程 

 単組に共済推進単組交付金を支出するためには、支払根拠となる共済推進単組交付

金規程（要綱でも可）が必要となりますので、機関会議等で確認された交付金規程に

基づいて単組への交付を行ってください。 

 

４．2023・2024・2025年度共済推進県本部交付金の留意点 

 2023・2024・2025 年度の共済推進県本部交付金については、運営要綱の附則第３条

＜協議事項Ⅲ＞ 
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（経過措置 その２）に基づき、団体生命共済の新規件数に応じた交付金額は以下の

とおりとなりますので、留意してください。 

 なお、県本部は、この 交付金額の 60％以上を単組に交付 してください。 

 

交付基準 金額、単価 

団体生命共済新規件数 

（件数は、本人新規契約分および本人

61歳契約更新分の合計件数とする） 

１件あたり 5,000 円 

 

＜参考：各年度対象期間＞ 

 2023 年度……2022 年６月～2023 年５月末 

 2024 年度……2023 年６月～2024 年５月末 

 2025 年度……2024 年６月～2025 年５月末 

 

５．2023年度共済推進県本部交付金の活用実績、共済推進単組交付金規程の報告 

 自治労発 2024 第 0892 号（2024 年７月 29 日）で事前にお知らせしたとおり、2023

年度の活用実績および共済推進単組交付金規程について、以下期日までに発文リンク

のキントーンに登録（報告）をお願いします。 

 

【登録（報告）期日】 2024 年 11 月 11 日（月）※厳守 

 

６．交付日 

 2024 年 11 月下旬を予定してます。交付日が確定しましたら、発信文書でお知らせ

します。 

  

 

以上 
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